
参考様式（第１０条関係） 

審 議 会 等 の 会 議 録 

会議の名称  平成２７年度第２回座間市市民協働推進会議 

開 催 日 時 
平成２７年１１月１３日（金） 

 午後１時３０分から午後４時３０分まで 

開 催 場 所  サニープレイス座間 講習室および多目的室 

出 席 者 
小池秀司、鈴野和重、横谷光男、小野田順子、遠藤春海、小林優、谷田

章、萩原富美男 

事 務 局 

 市民部市民協働課 

（野本市民部長、山本担当課長、南山市民活動係長、小林主事、市川

主事） 

公開の可否  ■公開 □一部公開 □非公開  傍聴人数       ０人 

議 題 

⑴ 協働の推進に関する事項について 

⑵ 平成２８年度相互提案型協働事業公開プレゼンテーション 

⑶ 平成２８年度相互提案型協働事業第２次審査 

資料の名称 

・次第  

・（資料 No.１）座間市市民協働推進会議 会議計画（案） 

・（資料 No.２）平成２８年度 座間市相互提案型協働事業公開プレゼン

テーション（第２次審査会）次第 

・（資料 No.３）平成２８年度 座間市相互提案型協働事業公開プレゼン

テーション スケジュール 

・（資料 No.４‐1～3）平成２８年度 団体提案型 第２次審査票 

会議の内容 

１ 開 会 

２ 部長あいさつ 

３ 議題 

⑴ 協働の推進に関する事項について 

⑵ 平成２８年度相互提案型協働事業公開プレゼンテーション 

⑶ 平成２８年度相互提案型協働事業第２次審査 

４ その他 

５ 閉 会 
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会議の内容 

（会議次第及び 

発言要旨等） 

◇議題 

⑴ 協働の推進に関する事項について 

 事務局より座間市市民協働推進会議の今後のあり方について説明が

ありました。 

 委員より諮問の内容が変わることがあるのか質問があり、事務局より

追加されることがあることは考えられるが、既に諮問された内容が変更

になることはないとの回答がありました。 

 委員より以下の意見がありました。 

・会議の中では優先順位をつけて議論するべきである。 

 ・サポートセンターでできることがいくつかあり、市民協働推進条例

施行規則にもサポートセンターの位置づけが明記されていること

からサポートセンターとタイアップしながら行っていく。 

 ・サポートセンターとの共同事業とあるが、この会議でいちから決め

ていくのか、ある程度を市とサポートセンターが決めてその内容で

いいかどうかの意見をこの会議ですればいいのかこの会議の役割

はどちらなのか。 

・この会議は事務的なことをする場ではなく、実際の動きを総括的に

チェックする機関ではないか。 

 ・事務的なことから行うのか総括的なチェックをするのか、どちらで

もいいが会議として共通の認識のもと運営していきたい。 

 ・次回までにこれはどこがどこまでやるという事務局案を用意して会

議に諮りたい。 

 ・サポートセンターの位置づけがわからないので資料がほしい。 

 ・サポートセンターは来年度から運営方針が変わっていきます。 

 ・整理をした結果２９年度以降になるものを答申にいれるべきではな

いか。 

 ・各項目ごとに取り組むべき時期を明確にしないと取りこぼしがあっ

たり、今やらなくていいことをやったりすることになる。 

  

⑵⑶ 平成２８年度相互提案型協働事業第２次審査 

会議の後、場所を講習室および多目的室にうつして、平成２８年度相互

提案型協働事業の二次審査を行ない、合否を確認しました。 

 

以上で閉会しました。 

 


